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リハビリテーションについて 

 

第１ 疾患別リハビリテーションについて 

  

１ 現状と課題 

 

(1) 平成１９年４月のリハビリテーション料の一部見直しにおいて、「リ

ハビリテーション医学管理料」の新設及び疾患別リハビリテーション

料の逓減制が導入された。この逓減の仕組みについては、同様のリハ

ビリテーションが行われているにも関わらず、その点数が異なること

について、患者の理解が得られにくいとの指摘がなされている。 

 

(2) 介護保険において、維持期のリハビリテーションを充実させていく

にあたり、医療保険から介護保険への円滑な移行がより重要な課題と

なっている。 

 

２ 診療報酬上の評価 

 

(1) 疾患別リハビリテーション料 

 

 心大血管 脳血管疾患等 運動器 呼吸器 

２５０点 ２５０点 １８０点 １８０点 リハビリテー 

ション料（Ⅰ） 

上段：逓減前 

下段：逓減後 

２１０点 ２１０点 １５０点 １５０点 

１００点 １００点 ８０点 ８０点 リハビリテー 

ション料（Ⅱ） 

上段：逓減前 

下段：逓減後 

８５点 ８５点 ６５点 ６５点 

逓減までの日数 １２０日 １４０日 １２０日 ８０日 

算定日数上限 １５０日 １８０日 １５０日 ９０日 

算定日数の 

起算日 

治療 

開始日 

発症、手術又

は急性増悪 

発症、手術又

は急性増悪 

治療   

開始日 

注 点数は 1 単位（２０分）当たりのもの     
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(2) リハビリテーション医学管理料 

  

リハビリテーション医学管理料は、疾患別リハビリテーション料の

対象には該当しないが、リハビリテーションの継続が必要とされる者

に対し、リハビリテーション実施計画に基づき必要な医学管理を行っ

た場合に算定できる。 

月１回（月に４回以上リハビリテーションを行った場合にあっては

月２回）に限り算定できる。 

 

 心大血管 脳血管疾患等 運動器 呼吸器 

リハビリテーション料

（Ⅰ）の医学管理料 

４４０点 ４４０点 ３４０点 ３４０点 

リハビリテーション料

（Ⅱ）の医学管理料 

２６０点 ２６０点 ２２０点 ２２０点 

 

 

３ 論点 

 

(1) 早期加算と逓減制について 

 

平成１８年度診療報酬改定において、発症後早期からのリハビリテ

ーションの充実のため、 １日に実施できる単位数の上限を緩和したが、

今後さらに、脳卒中等における発症後早期のリハビリテーションの充

実を図るため、より早期に実施したものについて評価することを検討

してはどうか。 

また、逓減制については、通常の改定時期ではない時期の改正であ

ったため暫定的な対応として導入したものであるが、今回、逓減制に

ついては廃止し点数を一本化することを検討してはどうか。 

 

(2) リハビリテーション医学管理料について 

 

維持期の個別リハビリテーションについては、１回当たりの時間や

内容が大きく変わるものではなく、リハビリテーションの実施頻度や

単位数が急性期・回復期に比べて減少する。これを踏まえ、包括評価

であるリハビリテーション医学管理料の仕組みを見直すことを検討

してはどうか。 
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具体的には、疾患別にリハビリテーション１単位当たりの点数を統

一し、１月当たりに実施できる単位数を定めることとしてはどうか。 

 

 

第２ 回復期リハビリテーション病棟について 

 

１ 現状と課題 

 

(1) 高齢化に伴う脳卒中等の増加が予想される状況において、回復期リ

ハビリテーション病棟に対して、後遺症を減らし、在宅復帰を進める

取組が期待されている。 

そのため、回復期リハビリテーション病棟の普及とその取組の向上

が課題となっており、これについて更なる促進を図る必要がある。 

 

(2) 回復期リハビリテーション病棟の施設基準においては、専従の医師、

理学療法士、作業療法士などの常勤配置を求めている。しかしながら、

個別のリハビリテーションにおいては、医師の総合的な指示のもと、

理学療法士、作業療法士などが専従で行っているところであり、必ず

しも医師が専従である必要はないとの指摘がある。 

 

２ 診療報酬上の評価 

  

 Ａ３０８ 回復期リハビリテーション病棟入院料 

   

  （１日につき） １，６８０点 

  （生活療養を受ける場合にあっては、１，６６６点） 

  

主な施設基準等 

  ・ 病棟に専従の医師１名以上、理学療法士２名以上、および作業

療法士１名以上の常勤配置を行うこと。 

  ・ 心大血管系疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管系疾患等リ

ハビリテーション料(Ⅰ)、もしくは(Ⅱ)、運動器リハビリテー

ション料(Ⅰ)または呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出

を行っていること。 
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３ 論点 

 

(1) 回復期リハビリテーション病棟においては、日常生活機能が落ちた

患者を一定以上受け入れ、機能回復を図っている点に着目し、病棟毎

の質に応じた評価を行うことを検討してはどうか。 

具体的な評価としては以下の通りとしてはどうか。 

  

① 当該病棟から居宅等へ退院する患者が一定の割合以上いること 

  ② 重症な患者を受け入れていること 

  ③ 重症な患者については退院時に日常生活機能が一定程度改善され

ていること 

    

なお、質の評価に用いる指標は試行的なものであり、その妥当性等

については検討を行いつつ導入するものとしてはどうか。 

 

(2) 回復期リハビリテーション病棟での医師の専従要件については見直

すことを検討してはどうか。 

   

 

 

第３ 集団コミュニケーション療法の新設について 

 

１ 現状と課題 

 

   現在、失語症などの言語障害に対する治療については、脳血管疾患等

リハビリテーション料を算定して実施されている。 

   医療保険で行うリハビリテーションについては個別療法を基本として

いるが、構音障害や失語症などの言語障害については、その機能の特性

から、集団で実施するコミュニケーション療法に一定の効果が期待でき

ることが指摘されている。 

 

２ 論点 

 

言語障害については、集団でコミュニケーション療法を実施した場合

について評価することを検討してはどうか。  
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第４ 障害児(者)リハビリテーションについて 

 

１ 現状と課題 

障害児(者)に対しては、姿勢の維持や筋の硬直防止等を考慮し、成長

の程度に合わせた専門性の高いリハビリテーションが行われているが、

診療報酬上、十分に評価されていないとの指摘がある。 

また､ 肢体不自由児(者)施設以外でも障害児(者)を多く受け入れ専門

的なリハビリテーションを実施している施設があるが､ 現行では、障害

児(者)リハビリテーション料の対象施設となれない要件となっている。 
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２ 診療報酬上の評価 

 

Ｈ００７  障害児（者）リハビリテーション料（１単位） 

   １ ６歳未満    １９０点 

   ２ ６歳～１８歳  １４０点 

   ３ １８歳以上   １００点 

    患者１人につき１日６単位まで算定する。 

 

○障害児(者)リハビリテーション料の対象患者 

   

ア 脳性麻痺の患者 

  イ 胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害   

の患者（脳形成不全、小頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等の

患者を含む。） 

ウ 顎・口腔の先天異常の患者 

エ 先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者（先天性切断、先天  

性多発性関節拘縮症等の患者を含む。） 

オ 先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者 

カ 先天性又は進行性の神経筋疾患の患者（脊髄小脳変性症、シャル

コーマリートゥース病、進行性筋ジストロフィー症等の患者を含

む。） 

キ 神経障害による麻痺及び後遺症の患者（低酸素性脳症、頭部外傷、

溺水、脳炎・脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊 髄腫瘍、腕神経叢損傷・

坐骨神経損傷等回復に長期間を要する神経疾患等の患者を含む。）

ク 言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者

（広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等の患者を含む。）

 

○ 施設基準等 

一定の施設基準に適合する施設であって、以下に掲げるもの 

 

ア  児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第４３条の３および第４

３条の４に規定する肢体不自由児施設および重度心身障害児施設 

イ  同法第７条第６項に規定する国立高度専門医療センターおよび独

立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって、厚生労働大

臣の指定するもの 
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 ３ 論点 

 

   障害児（者）リハビリテーション料については、その特殊性や専門性

を踏まえ、評価を充実することを検討してはどうか。 

   また、一定以上の障害児(者)を受け入れ、専門性の高いリハビリテー

ションを行っている施設については、施設基準等の見直しにより新たに

対象とすることを検討してはどうか。 
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